R5.9.11改訂　

女性医師等就労環境整備事業に係るQ＆A

■共通事項

Ｑ；女性医師等の「等」とは何を指すのか？
Ａ；男性医師を指し、男性医師に対して同様の事業を実施する場合も対象となる。
Ｑ；対象医療機関は「病院」に限られるか？
Ａ；今回の対象は病院とする。
Ｑ；概算払いはしないのか？
Ａ；精算払いのみとする。
Ｑ；４つの事業の全てに対して申請しても良いか？

Ａ；良い。

Ｑ；基準額（1医療機関あたり）と「補助率」が 設けられているが 上限金額はどちらが優先されるか。 

Ａ；この補助金の交付額は、「基準額」と「対象経費の実支出額」とを比較して少ない方の額に「補助率（1/2）」を乗じて算出する。（※ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て）

Ｑ；仮に基準額が上限となる場合、女性医師が２名在籍しているケース（当院は該当）では、基準額も２倍で計算してよいか？
Ａ；要綱にあるように基準額は「１医療機関あたり」で設けられている。

申請人数については、事業で異なる。女性医師等短時間正規雇用導入支援事業であれば、１医療機関につき１名が対象となるが、ベビーシッター等活用支援事業と宿直等代替職員活用支援事業であれば、申請する医師の数の制限はない。ただし、基準額は１医療機関で決められた月額が上限となる。
Ｑ；必ず基準額のとおりの補助が受けられるのか？ 

Ａ；予算の範囲内において補助金を交付することとしており、予算の範囲を超えた場合は、補助金の減額を行う。
■女性医師等短時間正規雇用導入支援事業について

Ｑ；対象医師は複数でも良いか？

Ａ；申請できる人数は１医療機関につき１名としている。

Ｑ；「子育て中の女性医師等」「女性医師等の育休からの職場復帰」ということが明らかになっていないとダメか？
Ａ；短時間正規雇用となる理由は問わない。例えば、「介護」を理由としていてもよい。
Ｑ；「介護」が理由の場合、要介護認定を受けていることや障害者手帳を持っていることを証明する書類が必要か。
Ａ；証明する書類は不要。育児と同じ。
交付申請時の添付資料「女性医師等短時間正規雇用制度について明記されている資料」（病院規定等）の適用事由に「介護を行う場合」と明記されている必要がある。
Ｑ；短時間勤務の時間に縛りはあるのか？
Ａ；何時間以下といった決まりはない。申請する病院ごとに就業規則で短時間勤務について定めがあるので、その定めに沿って実施された場合に補助対象となる。
　　交付申請の際には就業規則の写しを添付する必要がある。
Ｑ；対象経費にある人件費（給与費、法定福利費）には、各種の手当、賞与は対象となるか？
Ａ；対象は、各種の手当（通勤手当は除く。）を含む月毎の支給額及び法定福利費とする。賞与は対象とならない。
Ｑ；「部分休業」も対象になるか。

Ａ；「部分休業」は、通常の常勤医師が勤務時間の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限る）について勤務しないことであるが、短時間正規雇用は、雇用形態がもともと短時間で設定されている正規雇用の医師であるため対象にならない。
■ベビーシッター等活用支援事業について

Ｑ；対象医師は複数でも良いか？
Ａ；複数でも構わない。

■女性医師等短時間正規雇用導入支援事業及びベビーシッター等活用支援事業について
Ｑ；補助対象は「新たに制度を導入した場合」に限るか？
Ａ；以前から制度化している場合も対象とする。すでに病院に当該制度が有る、又は制度化する予定の場合、対象となる女性医師等が今年度見込めれば、今年度の補助申請は可とする。
Ｑ；補助対象として「以前から当該制度を設けていたが、対象となる女性医師等が今年度はじめて現れた」場合も対象となるか？
Ａ；対象となる。
Ｑ；基準額を月単位としているが、運用として短時間正規雇用の状態で4月から女性医師等が勤務しており、7月から制度化した場合、補助対象となるのは7月分給与からということになるのか？
Ａ；7月分給与からとなる。ベビーシッター等活用支援事業についても同様とする。
■宿直等代替職員活用支援事業について

Ｑ；宿直等の「等」とは何を指すのか？
Ａ；宿直、日直、休日勤務を指す。オンコールは対象外。
Ｑ；申請時に提出を求めている「宿直等免除医師及び代替医師の宿直等勤務予定の有無について明記されている資料（当直表等）」について、来月の当直表までしか確定していない場合、確定したもののみ提出すれば良いか？

Ａ；申請時に提出可能なもので構わない。

Ｑ；申請時に提出を求めている事業計画書について、代替職員が未定で氏名が分からない場合はどのように記入すれば良いか？

Ａ；派遣元医療機関名等、分かる範囲の記入で構わない。

Ｑ；代替職員は複数でも良いか？

Ａ；複数でも構わない。

Ｑ；代替職員は非常勤職員に限るか？
Ａ；常勤職員の負担を軽減するため、非常勤職員に限る。
Ｑ；宿直等免除医師の免除理由は？
Ａ；出産・育児等からの復職や勤務の継続に向けた支援のため、育児・介護中に限る。
Ｑ；育児・子育ての対象となる子の年齢は？
Ａ；中学校就学の始期に達するまでの子。
Ｑ；対象経費にある宿直手当等の等には交通費は含まれるか？

Ａ；宿直・日直手当のみで交通費は対象とならない。
■女性医師等復職研修支援事業について

Ｑ；研修中の女性医師等の給与は対象となるか？
Ａ；対象とならない。
